
神
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川

県

神
奈
川
県
史

資
料
編

12

　
近
代
・

現
代
（2

）
政
治
・

行
政2
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相澤氏は明治十八年から昭和三十七年までの七十八年間日記
を書きつづけられた　近代資料としてすぐれた歴史的価値をも

っている　写真は昭和二十年八月十五日の部分である（本文六
三一ページ参照）

相澤菊太郎日記　相模原市元橋本　相澤栄久氏蔵
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敗戦直後に米軍に接収された横須賀軍港の一部である　手前
に特殊潜航艇が放置されたままになっている　この写真は米兵

によって撮影されたものである

敗戦直後の横須賀軍港　横浜市神奈川区　斎藤秀夫氏蔵
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横須賀市のやみ市　横浜市神奈川区　斎藤秀夫氏蔵

敗戦により県民は生活物資の不足という大津波にのまれ　このた
め各地にやみ市が横行した　これは敗戦直後に横須賀市に出現した
やみ市の様子である
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米軍政部の指令には　教職員がすべて指令文書に押印するこ
とになっていた　これは湘南中学校（現湘南高校）の一例であ

る（資料一五七　本文四三〇ページ参照）
米軍政部の教育に関する指令文　県立湘南高等学校蔵
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左は　神奈軍川政部より川崎市に宛てられた「市政月報」提
出指令書であり　右は　川崎市がそれに基づいて作製した報告

書の一例である

川
崎
市
市
政
月
報
提
出
に
関
す
る
指
令
書

川
崎
市
市
政
月

報

川

崎
市
役
所
蔵
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神奈川新聞社が昭和三十年五月現在で調査した町村合併の状況
（資料二三二　本文五八一ページ参照）

神奈川県の町村合併の様子　神奈川新聞社蔵
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横
須
賀
市
水
爆
被
害
実
情
報
告
大
会

東
京
都
江
東
区
　
広
田

重
道
氏
蔵

ビ

キ
ニ

環
礁
水
爆
実
験
は

　
県
内
漁
業
関
係
者

に
深
刻
な
問
題
を
投
げ
か
け
た
（
資
料
二

八
一

本
文
九
六
五
ペ

ー
ジ

等
参
照

）

水
爆
実
験
を
契
機
と
し
て

　
県
内
に
は
原
水
爆

禁
止
を
求
め
る
平
和
運
動
が
育
ち
始
め
た
　
こ

の

横
須
賀
平
和
の

会
は
　
先
駆
的
役
割
を
担
っ

た

（
資
料
二

八
三
　
本
文
九
八
三
ペ

ー
ジ

参
照

）

横
須
賀
平
和
の

会
結
成
大
会
ポ
ス

タ
ー

東
京
都
江
東
区
　
広
田
重
道
氏
蔵

公
害
反
対
神
奈
川
県
民
集
会
ち
ら
し

川
崎
医
療
生
活
協
同
組
合
蔵

地
域
住
民
か
ら
告
発
さ
れ
た
「
公
害
」
は
次
第
に
「
公

害
」
反
対
運
動
と
い

う
大
き
な
潮
流
と
な
っ

て
い

っ

た
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上

中

下
共
に

県
庁
舎

上
　
横
浜
市
金
沢
区
　
小
柴
俊
雄
氏
蔵

中
　
横
浜
市
図
書
館
蔵

下
　
神
奈
川
県
庁
蔵

上
の

庁
舎
は

震
災
で

破
壊
さ
れ
　
中
は

昭
和
三

年

に

た
て

ら
れ
現
存
す
る

　
下
は
昭
和
四
十
一

年
に

完

成
し
た
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序
こ

の

資
料
編
12

近
代
・

現
代
⑵
政
治
・

行
政2

は
政
治
・

行
政1

（
昭
和
四
十
九
年
発
行
）
を
引
き
継

い

で
、

昭
和
初
期
か
ら
昭
和
四
十
年
代
後
半
ま
で

の

期
間
を
対
象
と
し
て

い

ま
す
。

こ

の

時
期
は
戦
争
、

敗
戦
、

占
領
、

戦
後
民
主
化
、

独
立
、

高
度
成
長
時
代
と
、

目
ま
ぐ
る
し
い

激
動
の

歳
月
で

し
た
。

日
本
の

歴
史
の

な
か
で

も
、

こ

れ
だ
け
は
げ
し
く
揺
れ
動
い

た
時
代
は
、

他
に

比
類
を
み
な
い

の

で

は
な

い

で

し
ょ

う
か
。

そ
れ
だ
け
に
、

こ

の

時
代
を
生
き
て

き
た
私
た
ち
の

記
録
と
い

う
も
の

が
、

大
き
な
意

味
を
も
っ

て

く
る
と

考
え
ま
す
。

本
巻
で

は
、

こ

の

間
の

政
治
・

行
政
の

実
態
と
そ
の

動
き
を
基
軸
と
す
る
諸
問
題
が
、

神
奈
川
の

地
域

と

県
民
を
通
じ
て
、

ど
の

よ
う
に

あ
ら
わ
れ
て

い

る
か
を
伝
え
る
資
料
に

編
集
の

重
点
を
置
き
ま
し
た
。

こ

の

巻
の

刊
行
に

あ
た
り
、

貴
重
な
資
料
の

提
供
や
紹
介
に

御
協
力
下
さ
っ

た
諸
機
関
や
多
く
の

方
々

お

よ
び
多
数
の

資
料
の

調
査
・

収
集
と

編
集
に

あ
た
ら
れ
た
執
筆
委
員
の

皆
様
に

対
し
、

心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。昭

和
五
十
二

年
三
月

神
奈
川
県
知
事
　

長

洲

一

二
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凡

例

一

　
神
奈
川
県
史
資
料
編
、

近
代
・

現
代
編
は
政
治
・

行
政
関
係
資
料
と
産
業
・

経
済
関
係
資
料
と
を
収
録
す
る
。

本
巻
は
政
治
・

行
政
編
二

巻

の

第
二

巻
と

し
て

昭
和
初
期
か

ら
昭
和
四

十
年
代
ま
で

の

県
政
の

推
移
に

関
す
る
資
料
を
収
録
し
た
。

な
お
、

戦
後
は
社
会
運
動
関
係
資
料
も

収
録
し
た
。

一

　
資
料
は
テ
ー
マ

別
に

分
類
し
、

そ
れ
を
原
則
と
し
て

年
代
の

順
に

従
っ

て

収
録
し
た
が
、

資
料
の

前
後
関
係
に

よ
っ

て

配
列
し

直
す
等
の

処

置
を
講
じ
た
場
合
も
あ
る
。

一

　

各
資
料
の

標
題
は
、

編
者
が
つ

け
た
。

し
か
し

原
資
料
の

標
題
が

内
容
に

照
応
す
る
も
の

は
そ
の

ま
ま
採
用
し
た
。

一

　
各
資
料
に

は
す
べ

て
一

連
番
号
を
つ

け
、

さ
ら
に

小
番
号
を
付
し
て
一

括
し
た
も
の

も
あ
る
。

一

　
収
録
し
た
資
料
は
、

い

ず
れ
も
原
資
料
の

形
態
を
残
す
よ
う
に

努
め

た
が
、

編
集
の

都
合
上
と
資
料
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
、

原
資
料

の

意
味
を
損
じ
な
い

限
り
、

次
の

よ
う
に

扱
っ

た
。

㈠
　
字
体
は
、

当
用
漢
字
表
に

あ
る
漢
字
に
つ

い

て

は
原
則
と
し
て

当
用
漢
字
体
表
を
用
い
、

こ

の

表
に

な
い

漢
字
は
原
資
料
に

従
っ

た
。

㈡
　
明
ら
か
な
誤
字
は
訂
正
し
た
が
、

あ
て

字
、

俗
字
等
は
原
資
料
に

従
っ

た
。

㈢
　
戦
後
資
料
の

お
く
り
が
な
に
つ

い

て

は
、

原
資
料
に

従
っ

た
。

㈣
　
各
資
料
の

欄
外
に

書
き
こ

ま
れ
た
所
見
の

類
は
、

編
者
に

お
い

て
、

〔
欄
外
注
記
〕
と
し
て

表
記
し
た
。

㈤
　
脱
字
は
該
当
部
分
に

〔
　
脱
〕
の

傍
注
を
付
し
た
。
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㈥
　
虫
く
い
、

破
損
等
は
、

□
□
・

□
で

そ
の

状
態
を
示
し
た
。

㈦
　
抹
消
部
分
は
原
則
と
し
て

省
い

た
が
、

必
要
な
場
合
は

資
料
の

末
尾
に

編
者
注
と
し
て

表
記
し
た
。

㈧
　
敬
字
の

欠
字
は
一

字
あ
け
と
し
、

改
行
の

場
合
は
原
資
料
に

従
っ

た
。

㈨
　
署
名
簿
等
で

人
数
が

多
い

場
合
は
、

二

段
組
み
に

し
て

す
べ

て

を
収
録
し
た
。

（一〇）
　
編
者
の

つ

け
た
注
に

は

す
べ

て

〔
　
〕
を
用
い

た
。

（一一）
　
別
記
・

別
紙
資
料
で

原
資
料
に

記
載
の

な
い

も
の

は
編
者
が

〔
別
記
〕〔
別
紙
〕
と
し
て

区
分
し
た
。

一

　
収
録
し
た
資
料
は
そ
の

末
尾
に

出
典
お
よ
び
所
蔵
者
名
を
付
記
し
、

解
説
の

末
尾
に

所
蔵
者
一

覧
表
を
掲
げ
た
。

一

　
本
巻
の

編
集
は
、

大
久
保
利
謙
・

金
原
左
門
が

担
当
し
た
。

©神奈川県立公文書館



目

次

表
紙
題
字
　
前
知
事
　
津
田
文
吾

序凡

例

第
一

編
　
昭
和
準
戦
時

戦
時

第
一

章
　
国
民
更
生

経
済
更
生
運
動

第
一

節
　
県
更
生
計
画

資
料
番
号

　
ペ

ー
ジ

一

　

神
奈
川
県
国
民
更
生
運
動
実
施
計
画
要
綱

　
1

二

　

農
山
漁
村
経
済
更
生
計
画
樹
立
に

関
す
る
件
通
牒

　
6

三

　

時
局
匡
救

国
民
更
生
に

関
す
る
県
知
事
横
山
助
成
の

訓
示
要
旨

　

8

四

　
昭
和
八
年
度
町
村
長
会
に
お

け
る
県
知
事
横
山
助
成
の

訓
示
要
旨

　10

五

　

神
奈
川
県
農
山
漁
村
経
済
更
生
計
画
協
議
会
指
示
事
項

　
13

六

　

昭
和
九
年
度
町
村
長
会
に
お

け
る
県
知
事
横
山
助
成
の

訓
示
要
旨

　17

七

　

昭
和
十
年
度
町
村
長
会
に
お

け
る
県
知
事
石
田
馨
の

訓
示
要
旨

　

19

八

　

昭
和
十
一

年
度
町
村
長
会
に

お

け
る
県
知
事
半
井
清
の

訓
示
要
旨

　21

九

　
神
奈
川
県
農
山
漁
村
経
済
更
生
特
別
助
成
要
旨

　

22

一

〇

　
神
奈
川
県
農
山
漁
村
経
済
更
生
計
画
再
検
討
の

方
針

　

27

第
二

節
　
自
力
更
生
対
策

一

一

　
昭
和
七
年
度
神
奈
川
県
副
業
奨
励
計
画
概
要

　
29

一

二

　
失
業
対
策
事
業
に

関
す
る
国
庫
補
助
の

件
通
牒

　
34

一

三

　
神
奈
川
県
納
税
奨
励
規
程

　
39

一

四

　
養
蚕
実
行
組
合
設
置
奨
励
に

関
す
る
件
通
知

　

41

一

五

　
足
柄
下
郡
町
村
長
会
の

時
局
匡
救
に

関
す
る
調
査
報
告

　

41
一

六

　
神
奈
川
県
農
村
匡
救
耕
地
拡
張
改
良
事
業
補
助
規
則

　

43
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一

七

　
小
田
原
土
木
出
張
所
農
村
振
興
土
木
事
業
等
に

関
す
る
事
務
打

合
会
議
案

　
46

一

八

　
時
局
に

対
す
る
国
民
の

信
念
培
養
の

指
導
要
項

実
施
事
項

　

52

一

九

　
神
奈
川
県
精
神
作
興
週
間
に

関
す
る
件
要
項

　

53

二

〇

　

神
奈
川
県
下
自
力
更
生
町
村
の

事
例
㈠

　

54

二
一

　
神
奈
川
県
下
自
力
更
生
町
村
の

事
例
㈡

　

61

二
二

　
昭
和
十
年
度
精
神
作
興
週
間
な
ら
び
に

運
動
に

関
す
る
件
要
項

　

64

二

三

　
建
国
祭
行
事
徹
底
に

関
す
る
件
通
知

　

67
第
三
節
　
経
済
更
生
実
施
事
情

二

四

　
足
柄
下
郡
吉
浜
村
経
済
更
生
計
画
書

　

68

二

五

　
中
郡
大
磯
町
大
磯
漁
業
組
合
経
済
更
生
計
画
書

　
101

二

六

　
中
郡
成
瀬
村
経
済
更
生
計
画

実
行
費
調

　
113

二

七

　
神
奈
川
県
下
農
山
漁
村
経
済
更
生
計
画
実
施
概
況（
一

―
四
）

　
151

二

八

　
中
郡
成
瀬
村
経
済
更
生
進
行
状
況

　
158

第
二

章
　
戦
争
体
制
の

組
織

第
一

節
　
国
民
精
神
総
動
員

二

九

　
国
民
精
神
総
動
員
第
二

回
強
調
週
間
実
施
要
綱
お

よ
び
実
情

（
一

―
二

）

　
163

三
〇

　
国
民
精
神
総
動
員
第
二

回
強
調
週
間
実
践
要
綱

　
165

三
一

　
神
奈
川
県
民
の

国
民
精
神
総
動
員
運
動
に

対
す
る
態
度

　
165

三
二

　
昭
和
十
三
年
度
市
町
村
長
会
議
に
お

け
る
県
知
事
半
井
清
の

訓
示
指
示

注
意
（
一

―
二

）

　
167

三
三

　
藤
沢
町
戦
勝
行
事
の

件
届

　
183

三
四

　

自
治
振
興
運
動
実
施
要
項
な
ら
び
に

運
動
指
定
町
村
の

状
況

（
一

―
二

）

　
184

第
二

節
　
総
動
員

三
五

　
日
中
戦
争
勃
発
一

周
年
記
念
献
納
運
動
実
施
要
綱

　
185

三
六

　
一

戸
一

品
献
納
代
金
蒐
集
の

件
報
告

　
187

三
七

　
昭
和
十
三
年
八
月
経
済
戦
強
調
週
間
実
施
要
綱

　
189

三
八

　
昭
和
十
三
年
十
二

月
経
済
戦
強
調
週
間
実
施
要
綱

　
192

©神奈川県立公文書館



三
九

　

戦
時
下
配
給
統
制
に

関
す
る
件
通
牒

　
194

四
〇

　
重
要
物
資
の

廃
品
回
収
に

関
す
る
件
通
牒

　
196

四
一

　

中
郡
農
会
の

農
業
労
働
力
補
給
調
整
に

関
す
る
会
議
事
項

　
197

四
二

　

中
郡
秦
野
町
第
九
回
経
済
警
察
協
議
会
開
催
の

件
通
知

　
199

四
三

　

中
郡
秦
野
経
済
報
国
会
会
則
草
案

　
199

第
三
節
　
大
政
翼
賛
の

進
行
過
程

四
四

　
大
政
翼
賛
会
神
奈
川
県
郡
市
町
村
支
部
結
成
式
に

関
す
る
件
通
牒
　

202

四
五

　
大
政
翼
賛
会
支
部
規
定

　
202

四
六

　

大
政
翼
賛
会
神
奈
川
県
支
部
第
一

回
協
力
会
議
に

お

け
る
支
部

長
松
村
光
磨
の

挨
拶

　
204

四
七

　

大
政
翼
賛
会
神
奈
川
県
支
部
第
一

回
協
力
会
議
に
お

け
る
運
動

経
過
報
告

　
206

四
八

　
大
政
翼
賛
会
神
奈
川
県
支
部
第
一

回
協
力
会
議
の

指
示
事
項

　
208

四

九

　
興
亜
奉
行
日
新
方
策
実
施
要
綱

　
213

五
〇

　

神
奈
川
県
農
山
漁
村
経
済
更
生
整
備
計
画
樹
立
要
綱

　
214

五
一

　

輸
送
力
強
化
協
力
に

関
す
る
件
要
請

　
220

五
二

　

神
奈
川
県
郷
土
芸
術
振
興
資
料
調
査
に

関
す
る
件
依
頼

　
221

五
三

　
木
灰
供
出
強
化
運
動
に

関
す
る
実
施
要
綱

　
222

五
四

　

戦
時
下
仙
石
原
村
年
末
年
始
対
策
要
綱

　
224

五
五

　
足
柄
上
郡
仙
石
原
村
常
会
要
綱（
一

―
四

）

　
225

五
六

　
大
政
翼
賛
会
推
進
の

報
道
網
確
立
に

関
す
る
件
通
牒

　
232

五
七

　
翼
賛
壮
年
団
員
の

立
候
補
等
取
扱
方
針
決
定
に

関
す
る
件
通
牒

　
232

五
八

　
昭
和
十
七
年
四
月
八
日
大
詔
奉
戴
日
実
施
方
策

　
234

五
九

　
天
長
節
国
民
奉
祝
実
施
要
綱

　
236

六
〇

　
大
政
翼
賛
会
構
成
員
と
選
挙
に

関
す
る
件
通
牒

　
237

六
一

　
大
政
翼
賛
会
神
奈
川
県
支
部
役
員

協
力
会
議
員
更
新
方
針

　
239

六
二

　
昭
和
十
七
年
度
神
奈
川
県
町
村
長
会
の

宣
言
決
議

　
241

六
三

　
昭
和
十
六
年
度
大
政
翼
賛
会
神
奈
川
県
支
部
事
業
報
告

　
242

六
四

　
大
政
翼
賛
会
神
奈
川
県
支
部
常
会
徹
底
事
項
説
明
資
料

　
247

六
五

　
大
日
本
体
育
会
神
奈
川
県
支
部
設
置
に

関
す
る
注
意
事
項

　
250

六
六

　
農
家
増
加
収
益
の

貯
蓄
化
運
動
実
施
要
綱

　
251

六
七

　
戦
時
下
衣
生
活
簡
素
化
実
施
に

関
す
る
件
通
牒

　
252

六
八

　
第
二

期
町
村
決
戦
体
制
確
立
実
行
方
策
要
綱

　
254

六
九

　
非
常
回
収
物
件
の

回
収
対
象
お
よ
び
範
囲
に

関
す
る
件
通
知

　
258

七
〇

　
神
奈
川
県
一

億
敢
闘
総
決
起
大
会
開
催
要
項

　
259

七
一

　
翼
賛
壮
年
団
の

活
動
に

関
す
る
件
通
牒

　
259
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七
二

　
大
政
翼
賛
会
神
奈
川
県
支
部
決
戦
生
活
実
践
促
進
要
綱

　
260

七
三

　
足
柄
上
郡
仙
石
原
村
常
会
徹
底
事
項

　
270

七
四

　
町
内
会
部
落
会
等
の

機
構
整
備

指
導
に

関
す
る
件
通
牒

　
271

七
五

　
常
会
指
導
員
選
定
に

関
す
る
件
通
牒

　
272

七
六

　
ア
メ

リ
カ

な
ど
交
戦
国
の

文
書
図
画
等
届
出
制
周
知
徹
底
の

件

通
知

　
273

七
七

　
空
襲
時
に
お

け
る
情
報
放
送
の

周
知
に

関
す
る
件
通
知

　
274

七
八

　
撃
墜
敵
機

搭
乗
員
に

対
す
る
地
方
官
民
の

措
置
に

関
す
る
件

通
知

　
275

第
二

編
　
昭
和

戦
後（
一

）

第
一

章
　

政
治
改
革

第
一

節
　
敗
戦
と
県
民

地
域

七
九

　
横
須
賀
終
戦
連
絡
委
員
会
業
務
報
告（
一

―
二

）

　
277

八
〇

　
ア
メ

リ
カ

合
衆
国
進
駐
軍
軍
人
宿
舎
勤
務
誓
約
書

　
282

八
一

　

敗
戦
後
の

旧
日

本
国
軍
隊
の

国
家
再
建
参
加

　
283

八
二

　

時
局
転
換
下
の

軍
事
援
護
に

関
す
る
件
通
達

　
283

八
三

　
神
奈
川
県
下
全
市
民
代
表
の

食
糧
供
出
懇
請
電
報
文
案

　
284

八
四

　
横
須
賀
市
の

食
糧
危
機
に

関
す
る
陳
情
書（
一

―
二

）

　
285

八
五

　
敗
戦
後
の

町
村
常
会
等
指
導
方
針
要
旨

　
286

八
六

　
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
常
会（
一

―
六

）

　
288

八
七

　
横
須
賀
市
戦
災
学
徒
数
調
査
ノ

件
通
達

　
297

八
八

　
横
須
賀
市
汐
入
国
民
学
校
欠
食
お
よ
び
虚
弱
学
童
数
調

　
298

八
九

　
連
合
国
の

指
令

占
領
目
的
に

対
す
る
有
害
行
為
処
罰
の

件
通
知

　

298

九
〇

　
ポ
ツ

ダ
ム

宣
言
遵
守
に

関
す
る
経
済
界
取
締
強
化
の

件
通
達

　
299

九
一

　

神
奈
川
県
出
身
満
州
開
拓
移
民
等
救
済
の

件
通
達

　
300

九
二

　
神
奈
川
県
遺
族
会
結
成
の

趣
旨

　
301

九
三

　
平
塚
市
の

危
機
打
開
と「
甲
地
」
へ

の

引
上
げ
に

関
す
る
陳
情
書

　
301

九
四

　
敗
戦
後
横
須
賀
市
の

財
政
事
情

　
303

九
五

　
伊
勢
原
警
察
署
管
内
の

盗
難
事
故
防
止
要
請

　
305
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第
二

節
　
占
領
と

県
政

九
六

　
終
戦
連
絡
横
浜
事
務
局
等
設
置
の

経
緯
と

業
務
組
織

　
306

九
七

　
極
東
委
員
に

対
す
る
神
奈
川
県
管
内
事
情
説
明

　
311

九
八

　
第
八
軍
を
中
心
と

す
る
軍
政
機
構

　
316

九
九

　
連
合
国
軍
隊
横
須
賀
進
駐
に

と
も
な
う
注
意
の

件
布
告（
一

―
二

）　

317

一

〇
〇

神
奈
川
県
下
の

治
安
状
況
等
に

関
す
る
証
言

　
318

一

〇
一

連
合
国
軍
隊
進
駐
地
域
の

住
民
の

心
得
事
項

　
321

一

〇
二

連
合
軍
憲
兵
と
日
本
国
警
察
と
の

事
務
打
合
会
報
告

　
322

一

〇
三

物
品
買
受
等
取
締
に

関
す
る
件
通
牒

　
324

一

〇
四

神
奈
川
県
下
連
合
軍
兵
士
関
係
の

事
故
防
止
対
策

　
325

一

〇
五

連
合
国
軍
隊
兵
士
に

よ
る
危
害
等
防
止
心
得
事
項

　
327

一

〇

六

進
駐
軍
兵
士
の

不
法

不
当
行
為
等
防
止
の

件
指
示

　
329

一

〇
七

連
合
国
軍
隊
に

対
す
る
食
糧
品
供
給
に

関
す
る
件
通
達

　
331

一

〇
八

市
町
村
長
懇
談
会
に
お

け
る
県
知
事
藤
原
孝
夫
の

訓
示
要
綱

　
332

一

〇
九

昭
和
二

十
二

年
県
知
事
内
山
岩
太
郎
の

年
頭
の

辞

　
338

一

一

〇

旧
日
本
軍
隊
の

軍
需
品
の

無
断
持
出
等
注
意
の

件
通
達

　
340

一

一

一

旧
戦
力
増
強
関
連
企
業
の

転
用
お
よ
び
金
属
回
収
に

関
す
る
善

後
措
置
の

件
通
牒

　
341

一

一

二

戦
時
補
償
打
切
の

件
通
達

　
343

一

一

三

昭
和
二

十
一

年
度
開
拓
増
産
隊
要
綱
概
要

　
345

一

一

四

神
奈
川
県
下
の

食
糧
情
報

第
四
報

　
346

一

一

五

神
奈
川
県
市
町
村
長
懇
談
会
の

食
糧
対
策
決
議

　
353

一

一

六

食
糧
危
機
突
破
対
策
の

件
通
達

　
354

一

一

七

昭
和
二

十
二

年
度
米
穀

甘
藷
の

買
入
対
策
要
綱

　
354

一

一

八

神
奈
川
県
食
糧
緊
急
対
策

　
358

一

一

九

神
奈
川
県
食
糧
調
整
委
員
会
協
議
会
決
議
文

　
362

一

二

〇

経
済
危
機
緊
急
対
策
実
施
に
と
も
な
う
経
済
道
義
昻
揚
に

関
す

る
件

　
363

一

二
一

経
済
緊
急
対
策
抄

　
365

一

二

二

物
価
引
下
運
動
実
施
に

関
す
る

件
通
達

　
366

一

二

三

統
制
物
資
不
正
売
買
取
締
徹
底
の

件
通
達

　
367

一

二

四

物
価
安
定
署
名
運
動
展
開
に

関
す
る
要
請
の

件

　
368

一

二
五

物
価
監
視
委
員
任
期
延
長
の

件
通
達

　
369

一

二

六

連
合
国
総
司
令
部
の

横
浜
市
等
地
方
財
政
状
況
視
察

　
370

一

二

七

座
間

相
模
原
町
地
域
の

進
駐
軍
の

不
法
事
件
処
理
経
過（
一

―
二

）
370

一

二

八

講
和
後
横
浜
市
の

接
収
地
処
理
に

関
す
る
要
望
書

　
372
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